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長野県建設工事監督要綱 
 

１ 監督員制度の変遷 
 

(1) 経 過 
   現在の制度以前、監督員は正副２名体制となっていたが、実質１名であったため、次の 

課題があった。 

① 監督員としての経験が少ない職員に権限が集中している。 

② 課長や係長の契約上の位置付けが曖昧である。 

③ 受注者に対する協議の迅速化など適切な指示が不十分である。 

④ 金額を伴う変更協議の処理ルールを確立するために、権限の明確化が必要である。 

 

(2) 長野県建設工事監督要綱の策定 
   平成 16 年 10 月１日付けで「長野県建設工事監督要綱」を施行した。 

ア 監督員を次の３段階に区分 

     ①監督員  

②主任監督員 

③総括監督員 

 

イ 監督員の区分と権限を定めた。 

  要綱は工事成績評定の開始とともに平成 20 年 4 月に改定された。 

    

監督員区分 指定基準等 主な監督業務の事例  指定基準（案） 

①監督員 工事を担当する 

職員 

・設計図書に基づく、工事施工の

確認全般 

・施工計画書の受理 

・材料承認及び試験の立会審査 

・施工段階確認検測 

・全ての工事 

②主任監督員 当該工事を担当

する係長又は担

当係長、若しく

は監督員として

の経験を有する

主任以上の職に

あるもののいず

れか 

・施工計画書の受理 

・設計変更に関する協議の承認又

は報告   

・重要な施工段階確認検測 

・原則１千万円以上の 

工事 

・その他必要と認める 

工事 

③総括監督員 当該工事発注機

関の長又は次

長、若しくは工

事を担当する課

長及び課長補佐

のいずれか 

・施工計画書の受理 

・重要な設計変更に関する協議の

承認及び所属長への報告 

・重要な施工段階確認検測 

・原則１億円以上の 

工事 

・その他必要と認める 

工事 

＊総括監督員・主任監督員については、各機関の状況で拡大できる。 

＊監督補助員を設け、監督員の代わりに試験及び現場での立会い等の業務を補完することができる。 

（担当職員又は委託した職員） 

＊＊金額は設計額とする。 
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２ 監督員等の業務内容区分 

 

長野県建設工事監督要綱第10条に規定する監督員等の業務内容は次のとおり整理される。 

なお､関連図書及び条項の欄で｢契｣は契約書を示し、｢共仕｣は､土木工事共通仕様書を示す。 

区分 ①監督員 ②主任監督員 ③総括監督員 

項目 業務内容 関連図書及び条項 区分 

1.契約の履行の確保    

(1)契約図書の内容の把握 契約書､設計書､仕様書､図面､現場

説明書及び現場説明に対する質問

回答書及び下記の項目について把

握する｡ 

契第１条 

 

① 

 

 ①配置技術者の専任制及び技術者

の適正な配置 

契第10条 ① 

 ②施工体制台帳および施工体系図

の整備 

共仕第1-1-1-15 ① 

 ③その他契約の履行上必要な事項 

 

 ① 

(2)施工計画書の受理 受注者から提出された施工計画書

により､施工計画の概要を把握す

る｡ 

 

共仕第1-1-1-6 3 ②③ 

(3)契約書及び設計図書に

基づく指示、承諾､協議､受

理等 

契約書及び設計図書に示された指

示､承諾､協議(詳細図の作成を含

む)及び受理等について､必要によ

り現場状況を把握し､適切に行う｡ 

契第9条 

共仕第1-1-1-8 

①②③ 

 

    

(4)条件変更に関する確認､

調査､検討､通知 

①契約書第18条第1項の第１号から

第5号までの事実を発見したとき､

又は受注者から事実の確認を請求

されたときは､直ちに調査を行い､

その内容を確認し検討のうえ､必要

により工事内容の変更､設計図面の

訂正内容を定める｡ただし､特に重

要な変更等が伴う場合は､あらかじ

め所長の承認を受ける｡ 

契第18条 ① ②③ 

共仕第1-1-1-3  

  

②前項の調査結果を受注者に通知

(指示する必要があるときは､当該

指示を含む)する｡ 

 

契第18条 ① 

(5)変更設計図面及び数量

等の作成 

一般的な変更設計図面及び数量に

ついて､受注者からの確認資料等を

もとに作成する｡ 

 

契第18条 ① 

共仕第1-1-1-3  

(6)関連工事との調整 関連する２以上の工事が施工上密

接に関連する場合は､必要に応じて

施工について調整し､必要事項を受

注者に対し指示を行う｡ 

 

契第2条 ①②③ 
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(7)工程把握及び工事促進

指示 

受注者からの履行報告又は実施工

程表に基づき工程を把握し､必要に

応じて工事促進の指示を行う｡ 

 

契第11条 

共仕第1-1-1-35 

 

①②③ 

 

 

(8)工期変更協議の対象通

知 

契約書第15条第7項､第17条第1項・

第18条第5項､第19条､第20条第3

項・第21条及び第43条第2項の規定

に基づく工期変更について､事前協

議及びその結果の通知を行う｡ 

 

共仕第1-1-1-21 ①②③ 

(9)所長等への報告・検討    

①工事の中止及び工期の

延長の検討及び報告 

①工事の全部若しくは一部の施工

を一時中止する必要があると認め

られるときは､中止期間を検討し､

所長等へ報告する｡ 

契第20条 

共仕第1-1-1-21 

①②③ 

 

 ②受注者から工期延長の申し出が

あった場合は､その理由を検討し、

所長等へ報告する｡ 

契第21～23条 

共仕第1-1-1-21 

①②③ 

 

 

②一般的な工事目的物等

の損害の調査及び報告 

工事目的物等の損害について､受注

者から通知を受けた場合は､その原

因､損害の状況等を調査し､発注者

の責に帰する理由及び損害額の請

求内容を審査し､所長等へ報告す

る｡ 

契第28条 ①②③ 

③不可抗力による損害の

調査及び報告 

①天災等の不可抗力により､工事目

的物等の損害について､受注者から

通知を受けた場合は､その原因､損

害の状況等を調査し確認着果を所

長等へ報告する｡ 

契第30条 

共仕第1-1-1-52 

①②③ 

 

②損害額の負担請求内容を審査し､

所長等へ報告する｡ 

契第30条 ①②③ 

④第三者に及ぼした損害

の調査及び報告 

工事の施工に伴い第三者に損害を

及ぼしたときは､その原因､損害の

状況等を調査し､発注者が損害を賠

償しなければならないと認められ

る場合は､所長等へ報告する。 

契第29条 ①②③ 

⑤部分使用の確認及び報

告 

部分使用を行う場合の品質及び出

来形の確認を行い､所長等へ報告す

る。 

契第34条 

共仕第1-1-1-33 

①②③ 

 

⑥前金払等請求時の確認

及び報告 

前金払の請求があった場合は､金

額、保証契約の状況等を確認し、所

長等へ報告する。 

契第35条 ①②③ 

⑦部分払請求時の出来形

の審査及び報告 

部分払の請求があった場合は、工事

出来形内訳書の審査及び既済部分

出来高対照表を作成し、所長等へ報

告する。 

契第38条 ①②③ 
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⑧工事関係者に関する措

置請求 

現場代理人がその職務の執行につ

き著しく不適当と認められる場合

及び主任技術者若しくは監理技術

者又は専門技術者下請負人等が工

事の施工又は管理につき著し<不適

当と認められる場合は､所長等への

措置請求を行う｡ 

契第12条 ①②③ 

⑨契約解除に関する必要

書類の作成及び措置請

求又は報告 

① 契約書第46条、第47条及び第48

条に基づき契約を解除する必

要があると認められる場合は､

所長等に対して措置請求を行

う｡ 

契第46条 

契第47条 

契第48条 

①②③ 

 

 ②受注者から契約の解除の通知を

うけたときは､契約解除要件を確認

し､所長等へ報告する｡ 

契第51条 

契第52条 

①②③ 

 ③契約が解除された場合は､既済部

分出来形の調査及び出来高対照表

の作成を行い､所長等へ報告する｡ 

 

契第54条 ①②③ 

2.施工状況の確認等    

(1)事前調査等 下記の事前調査業務を必要に応じ

て行う。 

 ① 

①工事基準点の指示   

②既設構造物の把握   

③支給(貸与)品の確認 共仕第1-1-1-22  

④事業損失防止家屋調査の立会い   

⑤受注者が行う官公庁等への届出

の把握 

共仕第1-1-1-47  

⑥工事区域用地の把握 契第16条  

⑦その他必要な事項 

 

  

(2)指定材料の確認 設計図書において､監督員の試験も

しくは確認を受けて使用すべきも

のと指定された工事材料､又は監督

員の立会いのうえ調合し､又は調合

について見本の確認を受けるもの

と指定された材料の品質・規格等の

試験、立ち会い、又は確認を行う。

 

契第13～14条 ① 

(3)工事施工の立会い 設計図書において、監督員の立会い

のうえ施工するものと指定」された

工種において､設計図書の規定に基

づき立会いを行う。 

 

契第14条 

共仕第1-1-1-25 

①②③ 

 

(4)工事施工状況の確認(段

階確認) 

設計図書及び仕様書に示された施

工段階において､臨場等により確認

を行う。 

 

共仕第1-1-1-25-6 ①②③ 



発 1-5 

(5)工事施工状況の把握 主要な工種について､適宜臨場等に

より把握を行う｡ 

 

 

 

 

契第17条 

 

※改善指示、改造請

求書様式別紙 

①②③ 

 

 

 

①②③ 

 

①②③ 

 

(6)改造請求及び破壊によ

る確認 

①工事の施工部分が契約図書に適

合しない事実を発見した場合で､必

要があると認められるときは､改善

の指示又は改造請求を行う。※ 

②契約書第13条第2項若しくは第14

条第1項から第3項までの規定に違

反した場合､又は工事の施工部分が

設計図書に適合しないと認められ

る相当の理由がある場合において､

必要があると認められる場合は､工

事の施工部分を破壊して確認する｡ 

 

(7)支給材料及び貸与品の

確認、引き渡し 

①設計図書に定められた支給材料

及び貸与品については､発注者が立

会う場合を除き､その品名､数量､品

質､規格又は機能を設計図書に基づ

き確認し､引き渡しを行う。 

契第15条 

共仕第1-1-1-22 

②  

 

②前項の確認の結果､品質又は規格

若しくは性能が設計図書の定めと

異なる場合､又は使用に適当でない

と認められる場合は､これに代わる

支給材料若しくは貸与品を発注者

と打ち合わせのうえ引き渡し等の

措置を行う。 

 

契第15条 ① 

3.円滑な施工の確保  共仕第1-1-1-48  

(1)地元対応 地元住民等からの工事に関する苦

情､要望等に対し必要な措置を行

う｡ 

 

 ①②③ 

(2)関係機関との協議・調整工事に関して､関係機関との協議・

調整等における必要な措置を行う｡ 

 

 ① 

4.その他    

(1)現場発生品の処理 工事現場における発生品について､

規格､数量等を確認しその処理方法

について指示する｡ 

 

共仕第1-1-1-23 ① 

(2)臨機の措置 災害防止､その他工事の施工上特に

必要があると認めるときは､受注者

に対し臨機の措置を求める。 

 

契第27条 

共仕第1-1-1-55 

①②③ 
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(3)事故等に対する措置 事数等が発生した時は､速やかに状

況を調査し､担当機関等へ報告す

る｡ 

 

共仕第1-1-1-42 ①②③ 

(4)検査日の通知 工事検査に先立って､所長等の指定

する検査日を受注者に対して通知

する｡ 

 

共仕第1-1-1-29 ① 

(5)工事完成検査等の立会 工事の完成､既済､中間、抜き打ち等

の各段階における工事検査の立会

いを行う。 

 

契第32条 ①② 

(6)工事成績の評定 工事完成のとき工事成績評定要領

に基づき工事成績の評定を行う｡ 

 

 ①②③ 
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（別紙）（記入例） 

 

改  善  指  示  書 

 

 （受注者）様 

工 事 名              工事                  

工事箇所名           

改善の内容 

（記入例） 

（施工管理） 

 ○月○日の現場監督の際、生コンの残り（生コン車の清掃水）を○○に 

不法に投機しているのを確認しました。 

 ついては、直ちに適正処理するとともに、経過と再発防止策について文書で 

提出のこと。 

  なお、関係機関へは通報済みであることを申し添える。 

改善の期限       令和  年  月  日 

上記のとおり改善を指示します。 

改善完了後は、工事打合せ簿により報告してください。 

 

令和○○（20××）年  月  日 

 

    ○○事務所 ○○課 

            総括監督員      印 

            主任監督員      印 

            監 督 員      印    
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（記入例） 

改  造  請  求  書 

 

 （受注者）様 

工 事 名                 工事                  

工事箇所名           

改造の箇所及び改造の内容 

（記入例） 

約款第１７条第１項に基づき次のとおり改造を請求します。 

（施工管理） 

箇所  ブロック積土台工 測点ｐ２０．０～ｐ２８．５の間 

内容  土台工コンクリートが締め固め不十分であり、規定の品質を満足しない 

    と認められるため、取り壊しの上再施工のこと。 

改造の期限       令和  年  月  日 

上記のとおり改造を指示します。 

 

改造完了後は、工事打合せ簿により報告してください。 

 

令和○○（20××）年  月  日 

 

   ○○事務所 ○○課 

            総括監督員      印 

            主任監督員      印 

            監 督 員      印 
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３ 長野県建設工事監督要綱 
 

（平成１６年（２００４年）９月３０日付け１６監第１４０号

農政部長、林務部長、土木部長、住宅部長、企業局長    

部局内各課長、地方事務所長、土木部現地機関の長、企業局

現地機関の長、会計局検査課長あて） 

〔最終改正 平成20年4月1日 20建政技第117号〕 

 
監督員制度の見直しに伴う長野県建設工事監督要綱の制定について（通知） 

 

このことについて、別添のとおり監督員制度の見直しを行い、建設工事監督要綱を制定し

ましたので、工事監督の適正な実施についてご配意願います。 

なお、長野県林業土木工事監督要領（昭和５４年４月１日５３林政第４９５号）及び、長

野県土木工事監督指針（昭和４８年４年１日４８監第３７２号）は廃止します。 

 

(通則) 

第１条 長野県が発注する建設工事の請負契約の適正な履行を確保するため、監督業務の実

施については､地方自治法(昭和22年法律67第号｡以下｢法｣という｡) 、長野県財務規則 

(昭和42年第 2号。以下｢規則｣という｡) ､長野県建設工事等事務処理規程 (昭和51年50

監技第590号｡以下｢規程｣という｡) その他の法令に定めるもののほか､この要綱（以下

「要綱」という。）の定めるところによる｡ 

 

(適用) 

第２条 規程第29条から同第33条までの規定により、工事の請負契約の適正な履行を確保す

るため必要な監督(以下｢監督｣という｡) の実施について定める｡ 

 

(監督員の規定) 

第３条 発注機関の長は、締結した工事の請負契約の監督を行なう場合において､監督に係る

工事の規模､監督に必要な技術の程度､その他技術的な理由(以下｢技術的条件｣とい

う｡) を勘案し、監督員を指定して監督を行う｡ 

２ 発注機関の長は、監督員等の氏名を工事の請負契約ごとに遅滞なく契約の相手方に

通知する。これらの者に変更があった場合も同様とする｡ 

 

(監督員の区分) 

第４条 前条に掲げる監督員は、総括監督員､主任監督員及び監督員(以下「監督員等」とい

う。) とする。 

２ 技術的条件を勘案し必要がないと認めるときは､前項の規定にかかわらず､総括監督

員､及び主任監督員をそれぞれ置かないことができる。 

 

(監督業務に係る用語) 

第５条 監督業務に係る用語は、規程第２条に定めるほか、次のとおりとする。 

（１） 指示・・・監督員等が受注者に対して、工事の施工上必要な事項について書面を 

 もって示し、実施させること。 

（２） 承諾・・・契約図書で示した事項で受注者が監督員等に対して、書面で申し出た 

         工事施工上の必要な事項について監督員等が書面により同意すること。 

（３） 協議・・・書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立 

場で合議し、結論を得ること。 

（４） 通知・・・監督員等が受注者に対して、工事の施工に関する事項について書面を 

     もって知らせること。 



発 1-10 

（５） 受理・・・契約図書に基づき、受注者の責任において提出された書面を監督員等 

が受け取り、内容を把握すること。 

（６） 確認・・・契約図書に示された事項について、監督員等が臨場若しくは受注者が         

提出した資料により、監督員等がその内容について設計図書と適合する

かを確かめ、認めること。 

（７） 把握・・・監督員等が臨場若しくは受注者が提出した資料により、施工状況、使 

用材料、提出資料の内容等について、監督員等が契約図書との適合を自

ら認識しておくことをいい、受注者に対して認めるものではない。 

（８） 立会・・・契約図書に示された事項について、監督員等が臨場して内容を確かる 

        こと。 

（９）掌理・・・工事を担当し取りまとめること。 

 

(監督業務の分類) 

第６条 監督員等は、次の各号に定める業務を担当する。 

一 総括監督員 

（１） 工事請負契約書に基づく発注機関の長の権限の事項のうち、発注機関の長が必要と

認めて委任したものの処理 

（２） 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示､承諾または協議で重要な

ものの処理 

（３） 関連する２以上の工事の工程等の調整で重要なものの処理 

（４） 工事の内容の変更､一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該

措置を必要とする理由の確認と、その他重要な事項の発注機関の長に対する報告 

（５） 主任監督員及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握 

二 主任監督員 

（１） 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示､承諾または協議(重要な

もの及び軽易なものを除く｡) の処理 

（２） 設計図､仕様書､その他の契約関係図書(以下｢契約図書｣という。) に基づく工事の

実施のための詳細図等 (軽易なものを除く｡) の確認または契約の相手方が作成し

たこれらの図書 (軽易なものを除く｡) の承諾 

（３） 契約図書に基づく工程の管理､立合い､工事の実施状況の検査及び工事材料の試験

または検査の実施(他のものに実施させ､当該実施を確認することを含む｡以下同

じ｡) で重要なものの処理。 

（４） 関連する２以上の工事の工程等の調整(重要なものを除く｡) の処理 

（５） 工事の内容の変更､一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該

措置を必要とする理由の確認と､その他必要と認める事項の総括監督員に対する報

告。 

（６） 監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握 

三 監督員 

（１） 請負者に主として対応し、掌理を行う者 

（２） 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示､承諾または協議で軽易な

ものの処理 

（３） 契約図書に基づく工事の実施のための詳細図等の作成、または契約の相手方が作成

したこれらの図書で軽易なものの承諾 

（４） 契約図書に基づく工程の管理､立会い､工事の実施状況の検査及び工事材料の試験

または検査の実施(重要なものを除く｡) 

（５） 工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該

措置を必要とする理由の確認と､その他必要と認める事項の主任監督員に対する報

告。 
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２ 総括監督員を置かない場合は、前項一の業務は主任監督員が担当し、総括監督員及

び主任監督員を置かない場合は、前項一及び二の業務は監督員が担当する。 

 

(監督員等の指定基準等) 

第７条 総括監督員は､当該工事発注機関の長又は次長、若しくは工事を担当する課長及び課

長補佐のいずれかの中から指定する｡ 

２ 主任監督員は､当該工事発注機関の当該工事を担当する係長又は担当係長、若しくは

監督員としての経験を有する主任以上の職にあるもののいずれかの中から指定する。 

３ 監督員は、工事を担当する職員を指定する｡ 

４ 当該工事の技術的条件及び工事を所掌する組織における職員の配置状況により前項

の規定によることが困難であると認められるときは､これらの規定にかかわらず､当該

技術的条件を勘案し､監督を厳正かつ適確に行うことができると認められる者を指定

することができる｡ 

５ 具体的な指定基準は別に定める。 

 

(監督員等間の報告等) 

第８条 監督員は、受注者から主任監督員に係る業務に関して協議や報告等があった場合は、

速やかにその内容を主任監督員へ報告する。 

２ 監督員及び主任監督員は、受注者から総括監督員に係る業務に関して協議や報告等

があった場合は、速やかにその内容を総括監督員へ報告する。 

 

(監督補助員の指定及び業務) 

第９条 発注機関の長は、当該工事の技術的条件及び工事を所掌する組織における職員の配

置状況により、必要と認められる場合は監督補助員を設けることができる。 

２ 発注機関の長は、監督補助員を設けた場合は、遅滞なく契約の相手方に通知する。

これらの者に変更があった場合も同様とする｡ 

３ 監督補助員は、監督員等の権限を代行することはできない。但し、監督員等が認め

た場合にあっては、把握及び立会いを実施出来るが、結果については速やかに監督員

等へ報告しなければならない。 

 

(監督業務の内容) 

第１０条 監督員等が行う監督業務の内容は、別に定める。 

２ 設計変更に関する監督員の業務基準は、別に定める。 

 

(監督員等の業務記録等の作成) 

第１１条 監督員等は次の各号に掲げる図書(契約の相手方から提出された図書を含む｡) を

それぞれの担当事務に応じて作成及び整理して保管し、発注機関の長、総括監督員、

主任監督員及び検査員から提出を求められた場合は速やかにこれを提示する｡ 

（１） 契約の履行に関する協議事項(軽易なものを除く｡) を記載した書類 

（２） 工事の実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の事実を記載した図

書 

（３） 規定第32条２項に規定する監督日誌 

 

(工事成績評定の実施) 

第１２条 監督員等は、担当する工事について、工事成績評定要領に基づき、適正に評定を

実施しなければならない。 
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付則 

１ この要綱は平成１６年１０月１日から適用する。 

２ 昭和５４年４月１日５３林政第４９５号の長野県林業土木工事監督要領及び昭和４８年

４月１日４８監第３７２号（昭和６０年１２月３日 ６０監第４６４号改正）の「長野県

土木工事監督指針」は廃止する。 

付則 

この要綱は平成２０年４月１日から適用する。 

 


